
自
衛
隊
法
施
行
令
及
び
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の

地
位
に
関
す
る
協
定
及
び
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
航
空
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
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○

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
第
一
条
関
係
）

1

○

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
及

び
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
航
空
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
三
十
四
号
）
（
第
二
条
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○

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
防
衛
出
動
時
に
お
け
る
航
空
法
の
適
用
除
外
）

（
防
衛
出
動
時
に
お
け
る
航
空
法
の
適
用
除
外
）

第
百
五
十
条

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
場

第
百
五
十
条

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
防
衛
大
臣
が
告
示
し
た
区
域
及
び
そ
の
上
空
の
空
域
に
お
い
て

合
に
お
い
て
は
、
防
衛
大
臣
が
告
示
し
た
区
域
及
び
そ
の
上
空
の
空
域
に
お
い
て

行
動
す
る
自
衛
隊
航
空
機
に
つ
い
て
は
航
空
法
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
四
条
ま
で

行
動
す
る
自
衛
隊
航
空
機
に
つ
い
て
は
航
空
法
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
四
条
ま
で

、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
二
、
第
七
十
九
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
、
第

、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
二
、
第
七
十
九
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
、
第

八
十
二
条
第
二
項
、
第
八
十
二
条
の
二
、
第
八
十
四
条
第
二
項
、
第
八
十
八
条
、

八
十
二
条
第
二
項
、
第
八
十
二
条
の
二
、
第
八
十
四
条
第
二
項
、
第
八
十
八
条
、

第
九
十
一
条
及
び
第
九
十
二
条
（
第
一
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

第
九
十
一
条
及
び
第
九
十
二
条
（
第
一
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
は
、
自
衛
隊
の
行
う
同
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
（
当

定
は
、
自
衛
隊
の
行
う
同
法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
（
当
該

該
上
空
の
空
域
以
外
の
空
域
に
あ
る
同
項
の
空
域
に
お
け
る
航
空
機
の
飛
行
に
影

上
空
の
空
域
以
外
の
空
域
に
あ
る
同
項
の
空
域
に
お
け
る
航
空
機
の
飛
行
に
影
響

響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
同
項
の
規
定
は
、
そ

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
同
項
の
規
定
は
、
そ
れ

れ
ぞ
れ
適
用
し
な
い
。

ぞ
れ
適
用
し
な
い
。

２

防
衛
大
臣
は
、
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ

２

防
衛
大
臣
は
、
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ

た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
よ
う
と
す
る
区
域
を
直

た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
よ
う
と
す
る
区
域
を
直

ち
に
国
土
交
通
大
臣
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
第
二
項
若
し
く
は
武

ち
に
国
土
交
通
大
臣
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
第
七
十
六
条
第
二
項
若

力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国

し
く
は
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立

及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
十
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
十
一
項
後
段
の
規

部
隊
等
が
撤
収
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
た
区
域
を

定
に
よ
り
部
隊
等
が
撤
収
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し

変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

た
区
域
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

（
弾
道
ミ
サ
イ
ル
等
に
対
す
る
破
壊
措
置
時
に
お
け
る
航
空
法
の
適
用
除
外
）

（
弾
道
ミ
サ
イ
ル
等
に
対
す
る
破
壊
措
置
時
に
お
け
る
航
空
法
の
適
用
除
外
）

第
百
五
十
一
条
の
二

法
第
八
十
二
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
弾

第
百
五
十
一
条
の
二

法
第
八
十
二
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
弾

道
ミ
サ
イ
ル
等
を
破
壊
す
る
措
置
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置

道
ミ
サ
イ
ル
等
を
破
壊
す
る
措
置
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置

と
し
て
自
衛
隊
の
行
う
航
空
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
（

と
し
て
自
衛
隊
の
行
う
航
空
法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
（
防

防
衛
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
告
示
し
た
区
域
及
び
そ
の
上
空
の
空
域
以
外
の
空
域
に

衛
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
告
示
し
た
区
域
及
び
そ
の
上
空
の
空
域
以
外
の
空
域
に
あ

あ
る
同
項
の
空
域
に
お
け
る
航
空
機
の
飛
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も

る
同
項
の
空
域
に
お
け
る
航
空
機
の
飛
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
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の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

２

防
衛
大
臣
は
、
法
第
八
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
弾
道
ミ
サ
イ
ル
等

２

防
衛
大
臣
は
、
法
第
八
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
弾
道
ミ
サ
イ
ル
等

を
破
壊
す
る
措
置
を
命
じ
た
場
合
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
緊
急
の
場
合
に

を
破
壊
す
る
措
置
を
命
じ
た
場
合
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
緊
急
の
場
合
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
国
土
交
通
大
臣
に
通
報

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
国
土
交
通
大
臣
に
通
報

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
解
除
し
た
場
合
も

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
解
除
し
た
場
合
も

、
同
様
と
す
る
。

、
同
様
と
す
る
。



- 3 -

○

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
及

び
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
航
空
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
三
十
四
号
）
（
第
二
条

関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協

定
及
び
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う

定
及
び
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う

航
空
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
二
号
）
第
三
項

航
空
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
項
の
政
令
で
定
め

の
政
令
で
定
め
る
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
六
章
の
規

る
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
六
章
の
規
定
は
、
同
法
第

定
は
、
同
法
第
九
十
六
条
か
ら
第
九
十
八
条
ま
で
の
規
定
と
す
る
。

九
十
六
条
か
ら
第
九
十
八
条
ま
で
の
規
定
及
び
第
九
十
九
条
の
二
（
法
第
二
項
の
航

空
機
に
乗
り
組
ん
で
そ
の
運
航
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
の
行
う
同
条
に
規
定
す
る

行
為
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
と
す
る
。


